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１	 被災地の外国人の状況
被災 3 県の外国人登録者数は、平成 22 年 12月

時点で、岩手県 6,191 人、宮城県 16,101 人、福島
県11,331人の合計33,623人であった。

在留資格別に見ると、「永住者」9,433人、「日本
人の配偶者等」3,947人などの日本に定住している
グループと、「技能実習」3,061 人、「留学」1,421
人などの中期の在留者のグループがある。

震災直後、技能実習生は、岩手県で 38％、宮城
県で 59.9％、福島県で 21％ずつ減少するなど、技
能実習生や留学生などの、中期の在留者グループ
の相当数は一時帰国するなどした。送り出し国の大
使館がバスをチャーターして一時帰国の便宜を図っ
たことなども影響している。

他方、永住者や日本人の配偶者等も一時帰国し
たと思われる者もいたが、その減少幅はいずれも
5％以内で、地元コミュニティにそのまま残っている
ことが推測された。

これらの日本に残った外国人の中には、言語の
障壁のあることや地元社会との関係が希薄であるこ
となどにより、必要な情報が届かず社会で孤立して
いる者がいると推測された。

２	 被災外国人のための電話相談
⑴ 契機

東京弁護士会外国人の権利に関する委員会、
第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会、
第二東京弁護士会人権擁護委員会民族的マイノ
リティ部会と日弁連人権擁護委員会第6部会、関
弁連外国人の人権救済委員会などの外国人関係
委員会の委員は、震災後、外国人ローヤリングネッ
トワーク（ＬＮＦ）の事実上の協力も得て数日の
うちに自然発生的に連絡を取り合い、被災地の
外国人向けに、電話による法律相談体制を作る
ことを検討しはじめた。
⑵ 「被災外国人のための無料電話相談の実施」

以下の要領で実施された。
 主催：東京三会、日弁連、関弁連
 2011年3月29日から9月29日までの半年間
 月曜日から金曜日までの平日午前 10 時から12

時まで
 相談料無料（但し、相談者が弁護士会の電話

にかける電話代は相談者負担）
 通訳：18言語の通訳付き（英語、中国語、韓国語、

ポルトガル語、タガログ語、スペイン語、タイ語、
ビルマ語、ベンガル語、ロシア語など）

⑶ 電話相談での工夫
霞ヶ関の弁護士会館の東弁の事務室の一画を

使い、専用電話回線を引くこととしたが、外国人
相談の専門相談担当者の確保と、通訳の確保や
通訳方法の確立という特有の問題があった。

相談担当者については、週 5日のうち東弁が 2
日、一弁、二弁、関弁連が各 1日を担当し、上
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記の外国人関係の委員会委員が担当することと
した。

通訳をどのようにするかが最も困難な問題で
あったが、東京外国語大学の多言語・多文化教
育研究センターの協力を得て、同センターに登録
しているコミュニティ通訳を、安価な通訳費でご
了解いただいたうえで紹介していただくことがで
きた。また、相談実施の報道を見た方がタガロ
グ語の通訳での協力を申し出てくれた。どの言
語の通訳が必要となるかは事前には把握できな
いので、NTT のトリオフォンシステムを採用し、
相談者から弁護士会館の固定電話に電話がある
と、相談担当者から自宅等にいる通訳に電話を
かけ、弁護士会館の固定電話をキーステーション
とする3点を結んだ同時通話での相談を実現させ
た。

通訳の方には、いつ電話がかかるかわからな
い状況でほぼ連日待機いただくというご負担をお
かけしたが、大きな問題もなく通訳での相談を
実施することができた。

広報は、チラシを作成し、各地の国際交流協
会、自治体、各国大使館等に配付した。

相談者の内訳や相談の内容は、別表のとおり
である。

３	 その他の取組
電話相談実施にあたって、外国人相談特有の、

在留資格の期間更新、再入国許可などに関する震
災時の特例の扱い等について、相談担当者用のマ
ニュアルを作成して相談室に備え置いた。また、一
弁は、「震災法律相談 Q&A」を作成した際、「外
国人」の章を設けて、在留資格や雇用保険等の外
国人特有の問題を解説した。

第二東京弁護士会は、2011年6月27日、研修会
「外国人被災者に特有の法律相談」を開催した。

４	 課題
電話相談から受任に至るべき事案については、

地元の弁護士が受任するのが現実的であるが、3
県の弁護士会には外国人の法律相談を専門に行う
弁護士のリストやグループが存在しなかった。今後、
全国における外国人の法律相談受任の体制を確立
することや、各地の外国人の拠り所となる国際交流
協会と地元弁護士会との継続的交流など、平常時
の取組が課題であると感じられた。 
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「被災外国人のための無料電話相談」のデータ

協力通訳人＝
言語別 人数 人数

英語  5 ベンガル語  1
中国語  6 ペルシア語  1
韓国朝鮮語  4 トルコ語  1
タガログ語  2 クルド語  1
ベトナム語  1 ロシア語  1
タイ語  1 ポーランド語  1
インドネシア語  4 ルーマニア語  1
ビルマ語  1 スペイン語  2
ヒンディ語  1 ポルトガル語  5

相談者＝国籍別　
5/12～18分除く 件数

ブラジル 31
中国 29
フィリピン 11
ペルー 5
米国 5
韓国 3
インド 2
コロンビア 2
英国 2
ナイジェリア 2
ベトナム 2
インドネシア 1
タイ 1
シンガポール 1
バングラデシュ 1
モンゴル 1
ボリビア 1
スペイン 1
トルコ 1
オーストラリア 1
ガーナ 1
国籍不明者 3
その他（日本・帰化・
未回答など） 22

合計 129

談者＝相談内容別 延べ
 1 不動産所有権 1
 2 車・船等の所有権 0
 3 預金・株等の流動資産 0
 4 不動産賃貸借（借地） 1
 5 不動産賃貸借（借家） 8
 6 相隣関係（妨害排除等） 0
 7 相隣関係（境界） 0
 8 債権回収 0
 9 住宅・車・船等のローン，

リース 4

 10 その他の借入金返済 1
 11 保険 1
 12 行政 4
 13 税金 1
 14 新たな政策 1
 15 離婚・親族 8
 16 遺言・相続 1
 17 消費者被害 0
 18 労働問題 17
 19 外国人 0
 20 商事・会社関係 0
 21 刑事 1
 22 在留資格 10
 23 帰国 8
 24 その他 28
 25 震災以外 64
不明      1
のべ総数 160
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